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１  職員の任免及び職員数に関する状況  

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

(各年４月１日現在 ) 

 
区  分  
部  門  

職  員  数 対  前  年  
増  減  数  

主 な 増 減 理 由 
令和4年 令和5年 

  

 
普  
通  
会  
計  
部  

門  
   

一
般
行
政
部
門 

議会 14 13 ▲1 職員の適正配置 

総務 352 346 ▲6 職員の適正配置 

税務 104 105 1 職員の適正配置 

民生 690 730 40 職員の適正配置 

衛生 295 297 2 職員の適正配置 

労働 9 9 0  

農林水産 3 3 0  

商工 11 11 0  

土木 252 249 ▲3 職員の適正配置 

小計  1,730 1,763 33 〈参考〉人口1万人あたり職員数43.3人 

教育部門 265 271 6 職員の適正配置 

消防部門 411 412 1 職員の適正配置 

小 計 2,406 2,446 40 〈参考〉人口1万人あたり職員数60.1人 

  

公  
 営  

 企会  
 業計  

 等部  
  門  
 

病院 814 822 8 職員の適正配置 

水道 127 125 ▲2 職員の適正配置 

下水道 130 129 ▲1  

その他 82 79 ▲3 職員の適正配置 

小 計 1,153 1,155 2 職員の適正配置 

合   計  3,559 3,601 42 〈参考〉人口1万人あたり職員数88.5人 

（注）１  職員数は、一般職に属する常勤職員の実数であり、定数外の派遣職員を含み、短時間勤務職員、  

会計年度任用職員、臨時職員を除いています。令和 5年度からは育児休業代替任期付職員を含み

ます。 

   ２  令和4年の条例定数は 3,575人、令和5年の条例定数は3,648人です。  

    ３  （暫定）再任用短時間勤務職員（定年退職後に引続き短時間勤務の職員として勤務する者）の数は、令和4年4

月1日現在で150人、令和5年4月1日現在で127人です。また、任期付短時間勤務職員（任期を定めて短時間勤務

の職員として勤務する者）の数は、令和4年4月1日現在で206人、令和5年4月1日現在で194人です。 

 

(2) 部局別職員数の状況 

（各年４月１日現在）  

部 局 令和4年度 令和5年度 増減 

市長部局 1,787 1,818 31 

豊中病院 814 822 8 

上下水道局 256 253 ▲3 

消防局 411 412 1 

教育委員会 264 270 6 

選挙管理委員会 8 8 0 

監査委員事務局 5 5 0 

市議会事務局 14 13 ▲1 

合 計 3,559 3,601 42 

（注）  職員数は、一般職に属する常勤職員の実数であり、定数外の派遣職員を含み、短時間勤務職員、 

会計年度任用職員、臨時職員を除いています。令和5年度からは育児休業代替任期付職員を含みま

す。 

※(1)から(4)、(6)には教職員を含まない。 
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(3) 職員の任免（採用・退職）の状況 

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの採用者数は188人、退職者数は205人です。  

 

(4) 年齢別職員構成の状況  

（令和5年4月1日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     実線：令和5年の構成比   

  点線：平成30年の構成比 

 

区分 

20 歳 

 

未満 

20歳

～ 

23歳 

24 歳

～ 

27 歳 

28歳

～ 

31歳 

32歳

～ 

35歳 

36歳

～ 

39歳 

40歳

～ 

43歳 

44歳

～ 

47歳 

48歳

～ 

51歳 

52 歳

～ 

55 歳 

56歳

～ 

59歳 

60 歳 

 

以上 

計 

職員数 3 人 218人 290人 311 人 401 人 399人 347人 343人 474 人 442人 291人 82 人 
3,601

人 

 

 

(5) 教職員の任免及び職員数に関する状況  
（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

職 階 

職 種 

役 付 者 教諭・養護教諭 

栄養教諭 
合計 

校長級 教頭級 計 

教諭等（人） 42 人 57 人 99 人 1,526 人 1,625 人 

うち女性 13 人 23 人 36 人 933 人 969 人 

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの採用者数は66人、退職者数は58人です。 

構

成

比 
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(6) 等級および職制上の段階ごとの職員数  
職員数は、一般職に属する常勤職員の実数であり、定数外の派遣職員を含み、短時間勤務職員・

会計年度任用職員・臨時職員・任期付職員を除いています。  

 

行政職給料表（一）                           （令和 4 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 
合計 

内訳 
(人) (％) 

1 等級 

部長等の職務 

教育委員会及び市議会の事務局長の職務 

会計管理者の職務 

消防局長の職務 

19 1.1 

監 3 人 

部長 10 人 

理事 2 人 

事務局長 2 人 

会計管理者 1 人 

消防局長 1 人 

2 等級 

次長、課長等の職務 

選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事

務局長の職務 

182 10.6 

次長 24 人 

参事 7 人 

資源循環長 1 人 

保険長 1 人 

事務局長 2 人 

課長 51 人 

センター長 3 人 

所長（課長級）2 人 

園長（課長級）18 人 

主幹 73 人 

特 3 等級 

課長補佐等の職務 

選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事

務局長補佐の職務 

分室長の職務 

197 11.4 

課長補佐 89 人 

センター長補佐 4 人 

副主幹 78 人 

局長補佐 2 人 

所長補佐 6 人 

所長（補佐級）1 人 

園長（補佐級）7 人 

副園長（補佐級）10 人 

3 等級 係長等の職務 649 37.6 

係長 140 人 

主査 464 人 

主任（係長級）28 人 

副園長（係長級）15 人 

副所長（係長級）2 人 

4 等級 主事の職務 351 20.4 
主事 345 人 

フルタイム再任用 6 人 

5 等級 
１等級から４等級に該当しない高度な知識、技

術又は経験を必要とする業務を行う職務 
306 17.7 

一般職員 280 人 

フルタイム再任用 26 人 

6 等級 
１等級から５等級までに該当しない業務を行

う職務 
20 1.2 一般職員 20 人 
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行政職給料表（二） 

 

 

医療職給料表（一） 

 

 

医療職給料表（二） 

 

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 
合計 

内訳 
(人) (％) 

1 等級 技能長の職務 131 50.6 技能長 131 人 

2 等級 技能主任の職務 113 43.6 技能主任 113 人 

3 等級 技能副主任の職務 1 0.4 技能副主任 1 人 

4 等級 
１等級から３等級に該当しない相当の技能又

は経験を必要とする技能職員の職務 
13 5.0 

一般職員 2 人 
フルタイム再任用 11 人 

5 等級 
１等級から４等級までに該当しない技能職員

の職務 
1 0.4 一般職員 1 人 

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 
合計 

内訳 
(人) (％) 

1 等級 部長等の職務 1 33.3 部長 1 人 

2 等級 次長、課長等の職務 2 66.7 
次長 1 人 

主幹 1 人 

3 等級 
１等級及び２等級に該当しない医師及び歯科

医師の職務 
0 0 － 

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 
合計 

内訳 
(人) (％) 

特 1 等級 部長等の職務 0 0 － 

1 等級 次長、課長等の職務 3 5.8 
課長 1 人 

主幹 2 人 

特 2 等級 課長補佐等の職務 4 7.7 
課長補佐 1 人 

副主幹 3 人 

2 等級 係長等の職務 25 48.1 

係長 4 人 

主査 20 人 

主任理学療法士 1 人 

特 3 等級 主事の職務 10 19.2 主事 10 人 

3 等級 

特1等級から特3等級までに該当しない高度な

知識，技術又は経験を必要とする業務を行う職

務 

9 17.3 

獣医師 1 人 

栄養士 3 人 

理学療法士 2 人 

作業療法士 2 人 

言語聴覚士 1 人 

4 等級 
特1等級から3等級までに該当しない業務を行

う職務 
1 1.9 理学療法士 1 人 
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消防職給料表 

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 
合計 

内訳 
(人) (％) 

1 等級 次長、署長等の職務 5 1.2 
次長 2 人 

署長 3 人 

2 等級 
課長、 副署長（分署長含む）、指揮隊長、 

副センター長、主幹の職務 
22 5.4 

センター長 1 人 

課長 2 人 

副署長（分署長含む）3 人 

指揮隊長 3 人 

副センター長 3 人 

主幹 10 人 

特 3 等級 
課長補佐、センター長補佐、指揮副隊長、 副

分署長、 所長、 副主幹及び消防司令の職務 
48 11.7 

センター長補佐 4 人 

課長補佐 3 人 

指揮副隊長 3 人 

副分署長 1 人 

所長 18 人 

副主幹 19 人 

3 等級 係長、主査及び消防司令補の職務 103 25.0 

係長 41 人 

主査 59 人 

消防司令補 3 人 

4 等級 主事及び消防士長の職務 155 37.7 

主事 142 人 

消防士長 6 人 

フルタイム再任用 7 人 

5 等級 
高度な知識、技術又は経験を必要とする消防士

の職務 
59 14.4 

消防士 58 人 

フルタイム再任用 1 人 

6 等級 消防士の職務 18 4.4 消防士 18 人 
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病院行政職給料表 

 

病院医療職給料表（一） 

等級 
等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 
内訳 

(人) (％) 

1 等級 副院長，事務局長，看護部長及び理事の職務 2 0.3 
副院長 1 人 

事務局長 1 人 

2 等級 

次長，参事，室長，課長，センター長，副看護部長，

特任主幹及び主幹の職務並びにその他これらに準じ

管理者が指定するものの職務 

15 2.6 

次長 4 人 

室長 3 人 

センター長 1 人 

課長 1 人 

主幹 2 人 

副看護部長 4 人 

特 3等級 

課（室）長補佐，看護師長，副センター長及び副主幹

の職務並びにその他これらに準じ管理者が指定する

ものの職務 

33 5.6 

課長補佐 5 人 

看護師長 18 人 

室長補佐 2 人 

副センター長 2 人 

副主幹 6 人 

3 等級 
係長，主任，副看護師長及び主査の職務並びにその他

これらに準じ管理者が指定するものの職務 
168 28.5 

係長 9 人 

主査 104 人 

副看護師長 55 人 

4 等級 
主事及びその他これらに準じ管理者が指定するもの

の職務 

156 26.5 
主事 154 人 

フルタイム再任用 2 人 

5 等級 

１等級から４等級に該当しない高度の知識又は経験

を必要とする事務職員，技術職員，助産師，看護師及

び准看護師の職務又はこれらに相当する職務 

215 36.5 

看護師 184 人 

助産師 22 人 

事務職員 2 人 

社会福祉職員 1 人 

医療事務専門職員 1 人 

フルタイム再任用 5 人 

6 等級 

１等級から５等級までに該当しない事務職員，技術職

員及び准看護師の職務又はこれらに相当する職務 
0 0 － 

等級 
等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 
内訳 

(人) (％) 

1 等級 

総長，病院長，副院長，医務局長，中央診療局長，

医務局次長，中央診療局次長及び理事の職務並びに

２等級に該当する職務のうち管理者が指定するも

のの職務  

35 31.0 

総長 1 人 

病院長 1 人 

副院長 3 人 

医務局長 1 人 

中央診療局長 1 人 

医務局次長 1 人 

中央診療局次長 1 人 

主任部長 5 人 

部長 21 人 

2 等級 
主任部長，部長，センター長，副部長，主任医長及

び医長の職務  
43 38.0 

部長 4 人 

医長 39 人 

3 等級 
１等級及び２等級に該当しない医師及び歯科医師

の職務  
35 31.0 医師 35 人 
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病院医療職給料表（二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等級 
等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 
内訳 

(人) (％) 

特1等級 薬剤部長及び薬剤部次長の職務 1 0.9 薬剤部長 1 人 

1 等級 
部長，副薬剤部長，課長及び主幹の職務並びに副部

長の職務のうち管理者が指定するものの職務  
6 5.3 

部長 4 人 

副薬剤部長 2 人 

特2等級 
課長補佐，副部長及び副主幹の職務並びに２等級の

職員のうち管理者が指定するものの職務  
13 11.6 

副部長 7 人 

室長補佐 1 人 

主任 4 人 

副主幹 1 人 

2 等級 係長，主任，副主任及び主査の職務  44 39.3 
主査 26 人 

主任 18 人 

特3等級 
主事の職務及びその他これに準じ管理者が指定す

るものの職務 
29 25.9 主事 29 人 

3 等級 

特１等級から特３等級に該当しない薬剤師の職務

並びに特１等級から特３等級に該当しない困難な

業務を行う栄養士，理学療法士，作業療法士，言語

聴覚士，診療放射線技師，臨床検査技師，臨床工学

技士，視能訓練士，歯科衛生士及び歯科技工士の職

務並びにこれらに相当する職務  

17 15.2 

栄養士 1 人 

言語聴覚士 1 人 

歯科衛生士 1 人 

診療放射線技師 2 人 

薬剤師 6 人 

理学療法士 4 人 

臨床検査技師 2 人 

4 等級 

特１等級から３等級に該当しない栄養士，理学療法

士，作業療法士，言語聴覚士，診療放射線技師，臨

床検査技師，臨床工学技士，視能訓練士，歯科衛生

士及び歯科技工士の職務並びにこれらに相当する

職務  

2 1.8 
診療放射線技師 1 人 

臨床検査技師 1 人 
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企業行政職給料表（一） 

 

 

 

企業行政職給料表（二） 

等級 
等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 
内訳 

(人) (％) 

1 等級 監、部長、理事及び技監の職務 2 0.9 部長 2 人 

2 等級 
次長、参事、課長、センター長、特任主幹及び主幹

の職務 
20 8.9 

次長 3 人 

所長 1 人 

センター長 1 人 

課長 8 人 

主幹 7 人 

特 3等級 課長補佐、センター長補佐、副主幹の職務 33 14.7 
課長補佐 18 人 

副主幹 15 人 

3 等級 係長及び主査の職務 107 47.8 
係長 27 人 

主査 80 人 

4 等級 主事の職務 36 16.1 主事 36 人 

5 等級 
１等級から４等級に該当しない高度な知識、技術又

は経験を必要とする業務を行う職務 
23 10.3 

一般職員 20 人 

フルタイム再任用 3 人 

6 等級 
１等級から５等級までに該当しない業務を行う職

務 
3 1.3 一般職員 3 人 

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務 
合計 

内訳 
(人) (％) 

1 等級 技能長の職務 22 66.7 技能長 22 人 

2 等級 技能主任の職務 10 30.3 技能主任 10 人 

3 等級 技能副主任の職務 0 0 
 

－ 

4 等級 
１等級から３等級に該当しない相当の技能又

は経験を必要とする技能職員の職務 
0 0 

 

－ 

5 等級 
１等級から４等級までに該当しない技能職員

の職務 
1 3.0 

 

一般職員 1 人 
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２  職員の人事評価の状況  
人事制度が公平・公正・透明であって職員にとって納得の得られるものにするために、職務に対する

適性や能力実績を公正に評価するとともに努力や成長を評価されたことが職員にわかるような仕組み 

づくりをしています。 

「人事評価」は、職務目標の達成に向けた努力の過程を振り返り、職員がその職務を遂行するにあた

り発揮した能力および挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価であり、職員の育成につなげ

ることを目的として実施しています。また、人事評価の結果を昇任・昇格を含む人事異動や、昇給およ

び勤勉手当へ反映しています。 

 

評価期間：前年 10 月 1 日～当年 9 月 30 日 

 

３  職員の給与の状況  

Ⅰ 総括 
(1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区分 住民基本台帳人口  

（４年度末) 

歳出額  

Ａ 

実質収支 人件費  

Ｂ 

人件費率  

Ｂ／Ａ 

(参考)  

３年度の人件費率 

４年度 406,931人 179,343,577

千円 

6,057,276 

千円 

27,550,913

千円 

15.4％ 15.3％ 

 
(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）  

区分 職員数  

Ａ 

給与費 短時間勤

務職員を

除く給与

費 B 

一人当たり 

給与費 

B/A 給料 職員手当 期末・勤勉手当  計  

４年度 2,406 

(317）人 

9,738,842 

千円 

3,067,702 

千円 

4,294,032 

千円 

17,100,576 

千円 

16,066,385

千円 

6,680千円 

 

（注）１   職員手当には、退職手当を含んでいません。 

２   職員数は令和４年４月１日現在の人数です。 

３  職員数の（）内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。 

 

(3) ラスパイレス指数の状況  
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（注）１． ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適

用職員の俸給月額を 100 として計算した指数です。 

２． 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均した

ものです。 

 

 

 (4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

①給料表の見直し 

［ 実施 ］ 

実施内容 

 

 

 

 

 

②地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

 

③その他の見直し内容 

 

 

 

(5)  特記事項 

  なし 

（給料表の改定実施時期） 平成２７年４月１日 

（内容） 一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。 

他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 

＊高齢層職員の１．５％減額措置を廃止。退職手当、管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当につ

いて、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施） 

（支給割合） 国基準１２％に対し、豊中市においても１２％を支給。 

（実施時期） 平成２７年４月１日より実施。 

 

（参考） 

 平成２６年度の 

支給割合 

平成２７年度の 

支給割合 

平成２８年度以降の 

支給割合 

国基準による支

給割合 
１０％ １０．５％ １２％ 

豊中市の支給割

合 
１０％ １２％ １２％ 
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Ⅱ 職員の平均給与月額、初任給等の状況  

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）  

① 一般行政職 

区分 平均年

齢 

平均給料月額 平均給与月

額 

平均給与月額 

（国ベース） 

豊中

市 

43.4歳 325,900円 458,135円 392,502円 

 

 
 ② 

 
技能労務職 

区分 

公務員 

平均年齢 職員数 平均給料月額 
平均給与月額 平均給与月額 

（Ａ） （国ベース） 

豊中市 50.6歳 245人 339,600円 449,339円 397,341円 

  

うち清掃職員 51.3歳 105人 337,500円 438,013円 398,107円 

うち自動車運転手 53.5歳 17 人 348,000円 486,471円 410,035円 

うち学校給食員 48.3歳 23 人 343,900円 446,083円 398,179円 

うち用務員 49.8歳 11 人 328,900円 463,155円 384,428円 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

技能労務職員等の給与等について 
  

 基本的な考え方 
国、周辺自治体との均衡に配慮しつつ、市民の視点に立った公正な制度の確立と、職務・職責、勤務実績に応

じた適切な運用が図られるような給与制度を確立します。 

 
 具体的な取組内容 
  豊中市技能職のあり方指針に基づき、平成 28年 4月より、職制の見直しを行うとともに、国の行政俸給表（二）

に準拠した給料表を適用しています。 

③ 税務職  

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国ベース） 

豊中市 44.5歳 320,300円 429,936円 375,734円 
 

 

④ 

 

 

 

 

 

 

福祉職  

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国ベース） 

豊中市 39.2歳 290,000円 369,120円 342,854円 
 

⑤ 消防職  

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国ベース） 

豊中市 39.0歳 326,100円 454,354円 395,917円 
 

 

 ⑥ 

 

看護・保健職  

区分 平均年齢 平均 給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国ベース） 

豊中市 42.1歳 308,200円 402,055円 359,656円 
 



 

12 

 

 
（注）１  「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

２ 

 

 

 

 

 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの 

全ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 

  

 

 
(2) 職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）  

区分 豊中市 

一般行政職 
大学卒 198,500円 

高校卒 169,800円 

技能労務職 高校卒 － 

なし 170,300円 

 

 
(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在） 

区分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

一般行政職 大学卒 264,462円 341,938円 375,150 円 394,765円 

高校卒  － 円 － 円 368,625円 380,417円 

技能労務職 高校卒 － 円 341,100円 335,875 円 363,492円 

中学卒  － 円 300,500円 － 円 － 円 
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Ⅲ 一般行政職の等級別職員数等の状況 
(1) 一般行政職の等級別職員数の状況（令和５年４月１日現在）  

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 1号給の給

料月額 

最高号給の

給料月額 

１ 等 級 
 部長・理事 17人  1.5％  458,400円 527,500円 

２ 等 級 
 次長・参事・課長・主幹 140人  12.3％  362,900円 448,800円 

特 ３ 等 級 
 課長補佐・副主幹 154人  13.6％  319,200円 412,200円 

３ 等 級 
 係長・主任・主査 443人  39.0％  266,000円 388,700円 

４ 等 級 
 主事 187人  16.5％  234,400円 350,000円 

５ 等 級 
 １等級～４等級に該当しない高度の知識又は経験

を必要とする事務職員・技術職員 

180人  15.8％  193,400円 304,200円 

６ 等 級 
 １等級～５等級に該当しない事務職員・技術職員 15人  1.3％  150,100円 247,600円 

 
（注）１．給与条例に基づく給料表の等級区分による職員数です。 

    ２．標準的な職務内容とは、それぞれの等級に該当する代表的な職務です。 
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(2) 昇給への勤務成績の反映状況   

令和 4年 4月 2日から令和 5年 4月 1日までにお

ける運用 

豊中市 国 

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員 

イ 人事評価を実施した ○ ○ ○ ○ 

 標準に加え、上位及び下位の区分も適用 ○ ○ ○ ○ 

標準に加え、上位の区分も適用     

標準に加え、下位の区分も適用     

標準の区分のみ適用     

ロ 人事評価を実施しない     

 

 

Ⅳ 職員の手当の状況 
(1) 期末手当・勤勉手当  

豊中市 

１人当たり平均支給額 

（令和４年度）  

1,566 千円 

（令和４年度支給割合） 

期末手当      勤勉手当      

2.4月分 2.0月分 

(  1.35)月分  ( 0.95)月分 
 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

・役職加算   5～20% 

（注）  (    )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 
○勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

令和4年度中における運用 
豊中市 国 

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員 

イ 人事評価を実施した ○ ○ ○ ○ 

 

標準に加え、上位及び下位の区分も適用 ○ ○ ○ ○ 

標準に加え、上位の区分も適用     

標準に加え、下位の区分も適用     

標準の区分のみ適用     

ロ 人事評価を実施していない     
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(2) 退職手当（令和５年４月１日現在） 

豊中市 

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20年 19.6695 月分 24.58688月分 

勤続 25年 28.0395 月分 33.27075月分 

勤続 35年 39.7575 月分 47.70900月分 

最高限度額 47.7090 月分 47.70900月分 

その他の加算措置  応募認定退職特例措置 

                （2～20%加算） 

   

1人当たり平均支給額 1,943千円 20,976千円 
 

（注）  退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された退職手当の平均額です。 

 

 
(3) 地域手当（令和５年４月１日現在） 

 

 

支給実績（令和４年度決算） 55,877千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 86,363円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度） 22.8％ 

手当の種類（手当数） 11 

 

手当の名称 支給要件 支給額 

１．市税等賦課徴収業

務従事手当 

市税(個人の市民税を含む)、又は国民健康保険料の賦

課(固定資産の評価を含む)、介護保険料、後期高齢者

保険料、保育料、及び放課後子どもクラブ負担金の賦

課・徴収に関し、実地に調査・督励（評価・現況調査を含

む）、徴収業務等にそれぞれ従事したとき 

調査業務 日額 250円 

納入督励業務 日額 250円 

納入された額の 1/100 

滞納処分業務 1件 500円 

上記手当支給限度額 

        月額 10,000円 

２．現場作業等従事手

当 

1)ごみの収集処理作業、水路等若しくは公園内の池の

しゅんせつ作業、死獣の廃棄作業又は捕獲した鳥獣の

搬送作業に従事したとき  

1)日額 600円 

2)道路上の現場作業のうち、道路の維持若しくは補修作

業又は道路（歩道を除く）上から行う公園の補修作業に

従事したとき 

2)日額 470円 

3)高木の剪定等の高所作業に従事したとき 3)日額 400円 

 （クリーン

ランド） 
4）ごみ処理作業に 3時間以上従事したとき 4）日額 570円 

5）前号のうち正規の勤務時間に含まれる深夜（22 時～

翌 5時）における時間が 5時間以上の技能職員 

5）日額 1,400円 

6）特に危険又は不健康な作業であって管理者が定める

ものに従事したとき 

6）日額 200円 

支給実績（令和４年度決算） 1,262,150千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 445,517円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

 全地域（医師除く） 12％ 2,830人 12％ 

 医師 16％ 3人 16％ 

 

 

(4) 特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）  
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３．病原菌・感染症取扱

手当 

鼠族,昆虫等駆除作業に従事したとき 

感染症患者等の救護または診療等の業務に従事したと

き 

狂犬病に関する予防注射等の業務に従事したとき 

日額 290円 

（新型コロナウイルス関連） 

ｱ)新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのあ

る者に接する作業 

ｲ)新型コロナウイルス感染症の病原体が付着し、又は

付着している疑いのある物の処理をする作業 

ｳ)新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのあ

る者の身体に接触して行う作業 

 

ｱ)日額・・・3,000円 

ｲ)日額・・・3,000円 

ｳ)日額・・・4,000円 

４．放射線取扱手当 放射線取扱業務に従事したとき 日額 230円 

５．深夜業務従事手当 

 

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午

後10時から翌日の午前5時までの間を言う）において行

われる看護又は消防・救急業務等に従事したとき 

消防職員 

 勤務 1回につき 980円 

 深夜の勤務時間が 

 2時間以上～5時間未満 

 680円 

 2時間未満 480円 

６．社会福祉業務従事

手当 

1)法令に基づく公の保護その他の措置の実施に関し

て、家庭訪問による調査又は指導業務に従事したとき 

1)日額 250円 

 

 

2) 身体障害者や知的障害者等の指導業務や介助業務

に従事したとき 

2)日額 200円 

 

７．用地交渉業務従事

手当 

用地の取得交渉の業務に従事したとき 日額 470円  

８．防災・災害緊急援助

業務従事手当 

1)屋外において市規則で定める防災業務に従事したと

き 

1)日額 1,500円 

 但し、午前6時～午後6時ま

での間(以下「昼間」）のみの

従事にあっては 900 円、午後

6 時から午後 10 時までの間

(以下「夜間」)のみの従事又

は昼間と夜間にまたがる従事

にあっては 1,200円 

2) 国際緊急援助活動に従事したとき 2)日額 4,000円 

 但し、心身に著しい負担を

与える時は 6,000 円、現地の

治安状況等により心身に著し

い緊張を与える時は 8,000円 

９．消防業務従事手当 1)危険な場所における救急業務若しくは救助業務又は

火災原因等の調査業務に従事したとき 

出動 1回 600円 

2)緊急車両である消防用大型機動車、消防ポンプ自動

車、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、

はしご付消防ポンプ自動車、はしご付消防自動車、小型

動力ポンプ付水槽車、救助工作車、救急自動車の運転

に従事したとき 

勤務 1回 300円 

3)救急救命に係る業務に従事したとき 勤務 1回 1,000円 

１０．大型・特殊自動車

運転業務従事手当 

大型自動車、中型自動車又は大型特殊自動車の運転

業務に従事したとき 

日額 150円 

（大型自動車又は中型自動車

については日額 100円） 

１１．教員特殊業務手当 1) 小学校又は中学校の管理下において行う非常災害

時等の緊急の業務で次に掲げるものに従事したとき 

ｱ)非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊

ｱ) 

日額     4,000～8,000円 
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急の防災若しくは復旧の業務に従事したとき 

ｲ)児童又は生徒の負傷，疾病等に伴う救急の業務に従

事したとき 

ｳ)児童又は生徒に対する緊急の補導の業務に従事した

とき 

 

 

ｲ)  

日額     3,750～7,500円 

 

ｳ) 

日額     3,750～7,500円 

2)修学旅行，林間学校，臨海学校等において，児童又

は生徒を引率して行う指導の業務で宿泊を伴うものに従

事したとき 

日額          4,250円 

(従事した時間が 7時間 45分

以上である日に限る) 

3）対外運動競技等において，児童又は生徒を引率して

行う指導の業務で宿泊を伴うものに従事したとき 

日額     4,250円 

(従事した時間が 7時間 45分

以上である日に限る) 

4)小学校又は中学校の管理下において行われる部活動

又は補習若しくは講習における児童又は生徒に対する

指導の業務に従事したとき 

日額     3,000～3,700円 

 

 

 

 (5) 時間外勤務手当  

支給実績（令和４年度決算） 904,529 千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 320千円 

支給実績（令和３年度決算） 953,434千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 337千円 

 

 

(6) その他の手当（令和５年４月１日現在）  

手当名  内容及び支給単価  
国の制度  

との異同  

国の制度と 

異なる内容  

 支給実績  

（令和４年度  

決算） 

支給職員１人

当たり 

平均支給年額 

扶養 

手当 

配偶者                 6,500円 

子                    10,000円 

父母等                 6,500円 

満16歳の年度初めから 

満22歳の年度末までの子1人につき          

5,000円加算 

 

同じ   

 

 

268,841千円  242,199円  

住居 

手当 

借家・借間（最高支給額）      31,000円 

 

 

異なる 借家・借間（最高支給額） 

  28,000円 

 

218,713千円  353,333円  

通勤 

手当 

交通機関等利用者（最高支給額） 55,000円 

交通用具利用者 

                  5,000～11,300円 

異なる  

交通用具利用者 

2,000～31,600円 

248,003千円  114,024円  

管理職

手 当 

支給額 部長（85,000円） 

      次長（72,000円） 

      課長（62,000円）  (行政職) 

異なる 46,300～139,300円 

（行政職(一)） 

182,227千円  753,005円  
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休日給 

祝日に勤務  

勤務1時間あたり給与額の135/100 

年末年始の休日に勤務 

勤務1時間あたり給与額の185/100 

異なる 年末年始135/100 （時間外勤務手当に含む） 

初任給

調整 

手当 

4種地域 最高限度額    251,200円 同じ  8,456千円  2,818,800円  

単身赴

任手当 

基礎額            30,000円 

加算額（交通距離に応じて）   

8,000～70,000円 

同じ  1,944千円  972,000円  

管理職

員特別

勤務手

当 

災害等により週休日等に勤務 

部長（10,000円/回）、次長・課長（8,000円/回） 

勤務日の深夜の場合は 

部長（5,000円/回）、次長課長（4,000円/回） 

それぞれ勤務が6時間超であれば上記額に150/1

00を乗じる 

異なる 特別調整額の区分 

一種12,000円 

二種10,000円 

三種 8,500円 

四種 7,000円 

五種 6,000円 

0千円  0円  

義務教

育等教

員特別

手当 

任期付常勤講師に対して支給 

最高限度月額  4,800円 

 1,367千円  35,040円  

寒冷地

手当 

毎年11月から翌年3月までの各月の初日におい

て、国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表

に掲げる地域に在勤する職員に支給 

 

在勤地域・世帯等の区分に応じて7,360円～26,38

0円 

同じ  51千円  51,000円  
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Ⅴ 特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在） 

  区      分   給 料 月 額 等 

給

料  

 

 市      長  

 

 副   市   長  

 

 

1,035,000円 

 

895,000円 

 報  

酬  

 議      長 

 副   議   長 

 議      員 

730,000 円 

690,000 円 

635,000 円 

  期  

  末  

  手  

 市       長  

 副   市   長 

  （令和５年度支給割合） 

                       4.40月分  

 議      長    （令和５年度支給割合） 

   当   副   議   長  

 議      員  

                       4.30月分  

  退  

  職  

  手  

  当  

 市       長  

 副   市   長 

  （算定方式）                          （1期の手当額）   （支給時期） 

給与月額×在籍月数×（50／100）×（50／100）   12,420,000円   任期ごと 

給与月額×在籍月数×（35／100）×（70／100）   10,525,200円   任期ごと 

（注）  退職手当の「 1期の手当額」は 4月 1日現在の給料月額及び支給率に基づき、 1期（ 4年＝ 48月）  

勤めた場合における退職手当の見込み額です。  
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Ⅵ  公営企業職員の状況 

  （１） 水道事業費用 

    １） 職員給与費の状況 

     ア  決算 

   （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費 136,967千円を含まない。 

区分 職員数 

    Ａ  
         給         与          費 一人当たり 

給与費Ｂ／Ａ 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

４年度 
   人 

121 

  千円 

508,144 

   千円 

160,769 

   千円 

236,090 

   千円 

905,003 

   千円 

7,479 

    （注）1 職員手当には退職給与金を含まない。 

       2 職員数は、令和 5年 3月 31日現在の人数である。 

 

 

     イ  特記事項 

        なし 

 

 

   ２） 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況 （令和 5年 4月 1日現在） 

区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

豊中市 

（水道事業） 
48.1歳 406,729円 628,102円 

      
 （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

 

    ３） 職員の手当の状況 

     ア  期末手当・勤勉手当 

豊中市（水道事業） 豊中市 

１人当たり平均支給額（4年度） 

                           1,870  千円 

1人当たり平均支給額（4年度） 

                   1,566  千円 

（4年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.4 月分      2.0 月分 

            （1.35）月分    （0.95）月分  

（4年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.4月分       2.0 月分 

            （1.35）月分     （0.95）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

          役職加算 5％～20％   

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

          役職加算 5％～20％ 

       (注)  （  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

 

区分   総費用 

 

 

      Ａ  

純損益又は

実質収支 

 

職員給与費 

 

          Ｂ 

総費用に占める

職員給与比率 

         Ｂ／Ａ 

（参考） 

３年度の総費用に占め

る職員給与費比率 

４年度    千円 

7,042,704 

      千円 

466,326 

       千円 

  797,135 

             ％ 

     11.3 

               ％ 

       11.6 
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      イ  退職手当（令和 5年 4月 1日現在） 

豊中市（水道事業） 豊中市 

（支給率）       自己都合   応募認定・定年 

勤続  20年   19.6695月分  24.58688月分 

勤続  25年   28.0395月分  33.27075月分 

勤続  35年   39.7575月分  47.70900月分 

最高限度額   47.7090月分  47.70900月分 

その他の加算措置 

      定年前早期退職特例措置（2％～20％） 

1 人あたり平均支給額  0千円    20,889千円 

（支給率）         自己都合   応募認定・定年 

勤続  20年    19.6695月分  24.58688月分 

勤続  25年    28.0395月分  33.27075月分 

勤続  35年    39.7575月分  47.70900月分 

最高限度額    47.7090月分  47.70900月分 

その他の加算措置 

      定年前早期退職特例措置（2％～20％） 

1 人あたり平均支給額  1,943千円   20,976千円         

    （注）退職手当の 1人当たりの平均支給額は、令和 4年度に退職した職員に支給された平均額である。  

 

      ウ  地域手当 

（令和 5年 4月 1日現在） 

支給実績（4年度決算）                        66,360  千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（4 年度決算） 518,438   円     

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

全 地 域                12   ％         128    人             12      ％ 

                 ％              人                   ％ 

                 ％              人                   ％ 

 

    エ  特殊勤務手当（令和 5年 4月 1日現在） 

支給実績（4年度決算）                             2,308  千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（4年度決算）   76,933    円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（4年度）                                23.4    ％ 

手当の種類（手当数）     4      

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

滞納等整理手当 
窓口課に所属する

者 

外勤の滞納整理業務

に従事した職員 

日額…470円 

検針手当 
窓口課に所属する

者 

メーター検針業務に

従事した職員 

日額…470円 

現場作業等従事手当 配管工 
道路上作業等に従事 

した職員 

日額…470円 

防災・災害緊急援助業務従事手当  全職員 
屋外において防災業

務に従事した場合 

日額…1,500円 

(昼間のみの場合は 900

円、夜間のみ又は昼間と

夜間にまたがる場合は 

1,200円) 
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オ  時間外勤務手当 

支給実績（4年度決算）                           39,786  千円  

職員 1人当たり平均支給年額（4年度決算）     311  千円  

支給実績（3年度決算）                           35,685  千円  

職員 1人当たり平均支給年額（3年度決算） 300  千円  

    （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

 

    カ  その他の手当（令和 5年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政

職の制度

との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（4年度決

算） 

支給職員 1人

あたり平均 

支給年額 

扶養 

手当 

配偶者                      6,500円 

子                     10,000円 

父母等                 6,500円 

         満 16 歳の年度始めから 

満 22 歳の年度末までの子 

1人につき       5,000円加算 

 

同じ  17,929千円 245,603円 

 

住居 

手当 

借家・借間（最高支給額）      31,000円 

 
同じ  9,753千円 348,321円 

 

通勤 

手当 

交通機関等利用者（最高支給額） 55,000円 

交通用具利用者 

                  5,000～11,300円  

同じ  11,700千円 105,405円 

 

 

管理職

手当 

支給額        部長 （85,000円） 

              次長 （72,000円） 

              課長 （62,000円） 

同じ  10,068千円 774,462円 

 

休日給  
祝日、年末年始の休日に勤務 

勤務 1 時間あたりの給与額の 135/100 

同じ  （時間外勤務時間に含む） 

夜勤 

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時～

午前 5時の間に勤務 

勤務 1 時間あたり給与額の 25/100 

同じ  0千円 0円 

 

 

宿日直

手当 
1回につき 8,000円 

異なる 1回につき 

5,100円 

5,840千円 233,600円 

 

管理

職員 

特別

勤務 

手当 

災害等により週休日等に勤務 

部長（10,000 円/回）、次長・課長（8,000/

回） 

勤務日の深夜の場合は 

部長（5,000円）、次長・課長（4,000円/回） 

それぞれ勤務が 6時間超であれば上記額

に 150/100 を乗じる 

同じ  0千円 

   

  0円 
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  （２） 下水道事業費用 

１） 職員給与費の状況 

     ア  決算 

   （注）資本支弁職員に係る職員給与費 147,469千円を含まない。 

 
区分 職員数 

    Ａ  
         給         与          費 一人当たり 

給与費Ｂ／Ａ 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

4年度 
   人 

129 

 千円 

487,568 

   千円 

127,257 

   千円 

225,117 

   千円 

839,942 

   千円 

6,511 

    （注）1 職員手当には退職給与金を含まない。 

       2 職員数は、令和 5年 3月 31日現在の人数である。 

 

 

     イ  特記事項 

        なし 

 

 

    ２） 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況 （令和 5年 4月 1日現在） 

区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

豊中市 

（下水道事業） 
 42.8歳 366,609円 550,676円 

      （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分   総費用 

 

      Ａ  

純損益又は

実質収支 

 

職員給与費 

 

          Ｂ 

総費用に占める職

員給与比率 

         Ｂ／Ａ 

（参考） 

3 年度の総費用に占め

る職員給与比率 

4年度  千円 

12,762,693 

    千円 

291,325 

       千円 

   724,652 

             ％ 

5.7 

％ 

5.5 
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    ３） 職員の手当の状況 

     ア  期末手当・勤勉手当 

豊中市（下水道事業） 豊中市 

１人当たり平均支給額（4年度） 

                           1,681 千円 

1人当たり平均支給額（4年度） 

                           1,566 千円 

（4年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.4 月分      2.0 月分 

            （1.35）月分    （0.95）月分 

（4年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.4 月分      2.0 月分 

            （1.35）月分    （0.95）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

          役職加算 5％～20％   

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

          役職加算 5％～20％ 

       (注)  （  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

      イ  退職手当（令和 5年 4月 1日現在） 

豊中市（下水道事業） 豊中市 

（支給率）        自己都合   応募認定・定年 

勤続  20年   19.6695月分  24.58688月分 

勤続  25年   28.0395月分  33.27075月分 

勤続  35年   39.7575月分  47.70900月分 

最高限度額   47.7090月分  47.70900月分 

その他の加算措置 

      定年前早期退職特例措置（2％～20％） 

1 人あたり平均支給額   0千円     0千円 

（支給率）         自己都合   応募認定・定年 

勤続  20年    19.6695月分  24.58688月分 

勤続  25年    28.0395月分  33.27075月分 

勤続  35年    39.7575月分  47.70900月分 

最高限度額    47.7090月分  47.70900月分 

その他の加算措置 

      定年前早期退職特例措置（2％～20％） 

1 人あたり平均支給額 1,943千円   20,976千円      

    （注）退職手当の 1人当たりの平均支給額は、令和 4年度に退職した職員に支給された平均額である。  

 

      ウ  地域手当 

（令和 5年 4月 1日現在） 

支給実績（4年度決算）                        63,436  千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（4 年度決算） 466,441    円     

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

全 地 域                12   ％         136   人             12      ％ 
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エ  特殊勤務手当（令和 5年 4月 1日現在） 

支給実績（4年度決算）                              377  千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（4年度決算）    20,944    円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（4年度）                                13.2   ％ 

手当の種類（手当数） 3      

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

大型特殊自動車運転業務従事手当  
猪名川流域下水道

事務所技能職員 

大型自動車または特

殊自動車の運転業務

に従事した職員 

日額…100円 

（特殊自動車は 150円） 

現場作業等従事手当 

庄内下水処理場及

び猪名川流域下水

道事務所に所属す

る者 

下水道のしゅんせつ

作業、道路上作業、

高木の剪定等の高所

作業に従事した職員 

しゅんせつ作業 

日額…600円 

道路上作業 

日額…470円 

高所作業 

日額…400円 

防災・災害緊急援助業務従事手当 全職員 
屋外において防災業

務に従事した場合 

日額…1,500円 

(昼間のみの場合は 900

円、夜間のみ又は昼間と

夜間にまたがる場合は 

1,200円) 

 

 

 

 

 

オ  時間外勤務手当 

支給実績（4年度決算）                           14,060  千円 

職員 1人当たり平均支給年額（4年度決算）     103  千円 

支給実績（3年度決算）                           14,624  千円 

職員 1人当たり平均支給年額（3年度決算）     116  千円 

    （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 
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     カ  その他の手当（令和 5年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政

職の制度

との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（4年度決

算） 

支給職員 1人

あたり平均 

支給年額 

扶養 

手当 

配偶者                     6,500円 

子                  10,000円 

父母等                  6,500円 

         満 16 歳の年度始めから 

満 22 歳の年度末までの子 

1 人につき       5,000円加算 

 

同じ  18,385千円 241,908円 

 

 

住居 

手当 

借家・借間（最高支給額）      31,000円 

 
同じ  12,248千円 331,027円 

 

通勤 

手当 

交通機関等利用者（最高支給額） 55,000円 

交通用具利用者 

                  5,000～11,300円  

同じ  14,620千円 121,833円 

 

 

管理職

手当 

支給額        部長 （85,000円） 

              次長 （72,000円） 

              課長 （62,000円） 

同じ  7,032千円 781,333円 

 

 

休日給  
祝日、年末年始の休日に勤務 

勤務 1 時間あたりの給与額の 135/100 

同じ  （時間外勤務時間に含む） 

管理

職員 

特別

勤務 

手当 

災害等により週休日等に勤務 

部長（10,000 円/回）、次長・課長（8,000/

回） 

勤務日の深夜の場合は 

部長（5,000円）、次長・課長（4,000円/回） 

それぞれ勤務が 6時間超であれば上記額

に 150/100 を乗じる 

同じ  0千円       0円 
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（３） 病院事業費用 

    １） 職員給与費の状況 

     ア  決算 

        
区分 職員数 

    Ａ  
         給         与          費 一人当たり 

給与費Ｂ／Ａ 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

４年度 
人 

795 

千円 

3,007,870 

千円 

2,296,112 

千円 

1,331,695 

千円 

6,635,677 

千円 

8,284 

    （注）1 職員手当には退職給与金を含まない。 

       2 職員数は、令和 5年 3月 31日現在の人数である。 

 

 

     イ  特記事項 

           なし 

 

 

  ２） 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況 （令和 5年 4月 1日現在） 

区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

豊中市 

（病院事業） 
38.3歳  360,609円  690,353円  

      （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分   総費用 

 

      Ａ  

純損益又は

実質収支 

 

職員給与費 

 

          Ｂ 

総費用に占める

職員給与比率 

         Ｂ／Ａ 

（参考） 

３年度の総費用に占め

る職員給与費比率 

４年度    千円 

21,812,901 

      千円 

221,304 

       千円 

  10,511,191 

             ％ 

    48.2  

               ％ 

      50.1 
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    ３） 職員の手当の状況 

     ア  期末手当・勤勉手当 

豊中市（病院事業） 豊   中   市 

１人当たり平均支給額（４年度） 

1,618千円       

1人当たり平均支給額（４年度） 

1,566千円       

（４年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.4月分       2.0 月分 

            （1.35）月分    （0.95）月分  

（４年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.4月分       2.0 月分 

            （1.35）月分     （0.95）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

          役職加算 5％～20％   

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

          役職加算 5％～20％ 

       (注)  （  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

      イ  退職手当（令和 5年 4月 1日現在） 

豊中市（病院事業） 豊   中   市 

（支給率）       自己都合  応募認定・定年 

勤続  20年   19.6695月分  24.58688月分 

勤続  25年   28.0395月分  33.27075月分 

勤続  35年   39.7575月分  47.70900月分 

最高限度額   47.7090月分  47.70900月分 

その他の加算措置 

      定年前早期退職特例措置（2％～20％） 

1 人あたり平均支給額   794千円  16,471千円 

（支給率）       自己都合  応募認定・定年 

勤続  20年   19.6695月分  24.58688月分 

勤続  25年   28.0395月分  33.27075月分 

勤続  35年   39.7575月分  47.70900月分 

最高限度額   47.7090月分  47.70900月分 

その他の加算措置 

      定年前早期退職特例措置（2％～20％） 

1人あたり平均支給額   1,943千円   20,976千円 

    （注）退職手当の 1人当たりの平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額である。  

 

      ウ  地域手当 

（令和 5年 4月 1日現在） 

支給実績（4年度決算） 411,141  千円     

支給職員 1 人当たり平均支給年額（4 年度決算） 492,974    円     

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

全地域（医師除く）             12   ％ 696  人 12   ％ 

医師            16   ％ 110  人 16   ％ 
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エ  特殊勤務手当（令和 5年 4月 1日現在） 
支給実績（４年度決算） 405,532 千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（４年度決算） 668,181   円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（４年度） 73.8   ％ 

手当の種類（手当数） ７      

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

病原菌・感染症取扱手当 ① 中央診療局に臨

床検査部に勤務

する検査技師 

② 医師・看護師・准

看護師・助産師 

① 病原菌の検査業務

に従事した場合 

② 感染症患者または感

染症の疑いがある患

者の診療に従事した

場合 

日額…290円 

病原菌・感染症取扱手当 

（新型コロナウイルス関連） 

医師・看護師・助産師・

診療放射線技師・理学

療法士 

① 新型コロナウイルス

感染症の疑いのある

者に接する作業等 

② 新型コロナウイルス

感染症の病原体が

付着し、又は付着し

ている疑いのある物

の処理をする作業等 

③ 新型コロナウイルス

感染症の患者に接

する作業等 

① 日額・・・3,000円 

② 日額・・・3,000円 

③ 日額・・・5,000円 

放射線取扱手当 放射線を人体に対して

照射（撮影を含む。）す

る業務に従事する職員 

左記業務に従事した場

合 

日額…230円 

ハイリスク分べん管理業務従

事手当 

医師 診療報酬の算定方法に

規定するハイリスク分娩

管理加算の対象患者に

係る分べん業務又は術

後の管理業務に従事し

た場合 

１件につき…40,000円 

深夜業務従事手当 看護師・准看護師・助

産師 

正規の勤務時間による勤

務の一部又は全部が深

夜（午後 10時から翌日の

午前 5 時までの間）にお

いて行なわれる看護等の

業務に従事した場合 

勤務 1回につき…10,000

円 

（ただし、その勤務に含ま

れる深夜における勤務時

間が 4時間以上7時間未

満の場合 5,700円、 

2時間以上 4時間未満の

場合にあっては 4,300

円、2時間未満の場合2，

800円) 

救急搬送受入業務従事

手当 

医師 救急外来において当直

又は日直時間帯に救急

搬送患者の診療に従事

した場合 

一般救急外来において当

直勤務に従事した場合に

あっては4,000円，日直勤

務に従事した場合にあっ

ては2,000円，救急外来で

救急搬送患者の診療に従

事した場合にあっては1

件につき1,000円 
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緊急医療業務従事手当 医師又は歯科医師 ①正規の勤務時間を超

えて勤務しているとき

及び当直勤務をしてい

るときに緊急を要する

手術又は処置を行った

場合 

②勤務時間以外に臨時

又は緊急の必要により、

病棟等の職員から要請

を受けて出勤し、手術又

は処置を行った場合 

手術又は１人の医師等

が１患者につき診療報

酬の算定方法に基づく

診療報酬点数が1,000点

以上の処置を行った場

合にあっては１日につ

き7,500円（ただし、点

数が1，000点未満の処置

を行った場合にあって

は3,750円）  

 

オ  時間外勤務手当 

支給実績（４年度決算） 768,618  千円  

職員 1人当たり平均支給年額（４年度決算） 956  千円  

支給実績（３年度決算） 734,898  千円  

職員 1人当たり平均支給年額（３年度決算） 908  千円  

    （注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

 

カ  その他の手当（令和 5年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政

職の制度

との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（４年度決

算） 

支給職員 1人

あたり平均 

支給年額 

扶養 

手当 

配偶者                6,500円 

子               10,000円 

父母等            6,500円 

満 16 歳の年度始めから 

満 22 歳の年度末までの子 

1人につき  5,000円加算 

同じ  60,506 

千円 

234,446 

円 

住居 

手当 

自ら居住するため住宅を借り受け、

家賃を支払っている職員に支給す

る月額上限 28,000円 

ただし、豊中市内の住宅に居住する

職員は月額上限 31,000円 

同じ  95,760 

千円 

353,790 

円 

通勤 

手当 

交通機関等利用者（最高支給額） 55,000円 

交通用具利用者     5,000～11,300円  

同じ  89,445 

千円 

268,538 

円 

管理職

手当 

支給額     部長級 （85,000円） 

           次長級 （72,000円） 

           課長級 （62,000円） 

同じ  59,988 

千円 

952,190 

円 

初任給

調整 

手当 

医師、歯科医師に対し、在職期間に

応じ 301,200円までの範囲内で支給

（最長支給期間 35年） 

異なる 在職期間に

応じ 301,200

円の範囲内で

支給 

340,213 

千円 

3,085,832 

円 

休日給  
祝日、年末年始の休日に勤務 

勤務 1 時間あたりの給与額の 135/100 

同じ  （時間外勤務時間に含む） 

夜勤 

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時～

午前 5時の間に勤務 

勤務 1 時間あたり給与額の 25/100 

同じ  82,688 

千円 

176,809 

円 
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４  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  
 

(1) 勤務時間・休日など  

項    目 内   容 

1週間の勤務時間 38時間45分 

1日の勤務時間 7時間45分（8時45分～17時15分） 

休日 土曜・日曜日、国民の祝日・休日、年末年始（12月29日～1月3日） 

 

(2) 休暇  

休暇の種類 取得要件など 付与日数（1年度） 

年次有給休暇 － 20日（翌年度に限り、残日数を繰越可） 

療養休暇 負傷又は疾病により3日以上療養を要する私傷病にか

かった場合又はがんの治療のため病院に通院する場合

等 

90日 

生理休暇 生理日に勤務することが著しく困難な女性職員 1回2日 

不妊治療休暇 不妊治療を受ける場合 有給 5日（体外受精等の不妊治療の

場合は10日）、無給6日  

出産休暇 女性職員が出産する場合 出産予定日前8週間 出産後8週間 

通院休暇 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が医師等の保健

指導又は健康診査を受ける場合 

妊娠満23週まで4週間に1日、満24週～35

週まで2週間に1日、満36週から出産まで1

週間に1日、出産後1年まではその間に1日 

妊娠障害休暇 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが著

しく困難な場合 

7日 

出産補助休暇 職員の配偶者等が出産する場合 3日 

育児参加休暇 職員の配偶者等が出産する場合 7日 

ドナー休暇 骨髄移植の骨髄液提供のため検査又は入院する場合 必要と認められる日数 

ボランティア休暇 報酬を得ないで社会貢献活動（災害支援活動等）を行

う場合 

5日 

服喪休暇 親族が死亡した場合 続柄に応じて付与 

例．配偶者10日、父母7日 

結婚休暇 結婚の日の5日前の日から結婚の日後1月を経過する

までの間に取得 

7日 

夏季休暇 7月1日から9月30日までの間に取得 6日 

長期在職休暇 在職期間が10年、20年又は30年に達した職員 在職期間に応じて付与 

10年2日、20年3日、30年5日 

看護休暇 職員の子（満12歳に達する日以後の最初の3月31日ま

での間にある子）が負傷し、又は疾病にかかった場合

等 

5日 

子が２人以上の場合は10日 

短期介護休暇 親族で2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに

支障がある者の介護その他の世話をする場合 

5日 

要介護者が２人以上の場合は10日 

介護休暇 親族で2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに

支障がある者の介護をする場合 

3回を超えず、通算して6月を超えな

い範囲内で指定する期間  

介護時間 親族で2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに

支障がある者の介護をする場合 

3年の期間内において、 1日につき 2

時間を超えない範囲内  

子育て部分休暇 小学校等に就学している子を養育する場合 勤務時間の始め又は終わりに 1日に

つき2時間を超えない範囲内  
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５  職員の休業の状況  

(1) 育児休業等の取得状況  

≪教職員以外≫                                   （単位：人） 

 令和４年度の取得者数 令和４年度中に新たに育児休

業等が取得可能となった者 育児休業 部分休業 育児短時間勤務 

男性職員 32 19 0 79 

女性職員 71 69 3 71 

計 103 88 3 150 

≪教職員≫                                     （単位：人） 

 令和４年度の取得者数 令和４年度中に新たに育児休

業等が取得可能となった者 育児休業 部分休業 育児短時間勤務 

男性職員 10 3 0 33 

女性職員 51 29 10 51 

計 61 32 10 84 

（注）「令和４年度の取得者数」には、令和４年度中に取得可能となり取得した者のほか、令和３年度以前に取得可能と

なり令和４年度から新たに取得した者が含まれるので、「令和４年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職

員」と必ずしも一致するものではありません。 

 

６  職員の分限及び懲戒処分の状況  

(1) 分限処分                    （単位：件） 
 免職 降任 降給 病気休職 起訴休職 

教職員以外 0 1 0 65 0 

教職員 0 0 0 35 0 

 

(2) 懲戒処分                       （単位：件） 
 免職 停職 減給 戒告 訓告 厳重注意 

教職員以外 0 2 0 6 4 13 

教職員 0 2 5 3 7 5 

        

７  職員の服務の状況  

  地方公務員法により、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務専念義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁

止、営利企業等の従事制限などの義務規定・禁止規定が定められています。 

  （技能職員及び地方公営企業法の企業職員にあたる職員は、地方公務員法が一部適用除外にされるなど、法適用が

異なります。） 

地方公務員法第38条（営利企業等

の従事制限）に係る許可件数 

教職員以外 11 件 

教職員 27 件 
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８  職員の退職管理の状況  

地方公務員法により、退職者のうち民間企業等へ再就職した者は本市に対しての働きかけが規制されています。 

本市では退職者のうち再就職した者に対し、平成28年4月1日より再就職情報の届出を条例により義務付けており、

それをもとに退職管理の適正化を実施しています。 

（１）令和4年度退職者数 

       205人 

（２）再就職情報の届出件数 

       8件 

（３）再就職状況 

再就職先

区分 

国または地

方公共団体

の機関 

独立 

行政法人 
公益法人 学校法人等 営利法人 自営業 その他 

届出数 1 2 2 1 2 － － 

 

 

９  職員の研修の状況  
≪教職員以外≫ 

研修名 コース数 延べ参加人数 

人事課主催研修 56 2,953人 

 基本研修（新規採用職員研修～管理職員研修ほか） 28 1,583人 

課題研修 28 1,370人 

職場研修 13 1,010人 

派遣研修（専門研修機関主催、他団体と共同研修ほか） 71 187人 

自主研修・研究事業（グループ研究支援事業ほか） 9 370人 

 

≪教職員≫ 

事業名 担当部局 内容 指標 令和４ 
年度 単位 

教職員研修推進事業 学校教育課 
教職員対象の人権教育研修の企画･運営を
行い､各種研修会への参加促進をめざし資
料代等の費用を支援した｡ 

教職員対象 
人権研修 
開催回数 

9 回 

大阪府豊能地区教職員 

人事協議会事務 
教職員課 

3 市 2 町の府費負担教職員について､採用選考
テストを大阪府とは別に独自で実施し､また､
管理職等の任用に係る選考､人事交流､初任者
研修及び10年経験者研修､給与の算定に関する
事務を実施した｡ 

豊能地区独自
での教員採用
選考テストの
合格倍率 

3.7 倍 

音楽実技研修 教育センター 

小･中学校教員の音楽指導に対する専門的

資質と実技に関する指導力の向上を図っ

た｡ 

延べ参加人数 13 人 

管理職研修会(校長) 教育センター 
校長職としての識見を高め､学校経営能力
の向上を図るため､学校教育をめぐる諸課
題についての研修を行った｡ 

延べ参加人数 248 人 

管理職研修会(教頭) 教育センター 
教頭職としての識見を高め､学校経営能力
の向上を図るため､学校教育をめぐる諸課
題についての研修を行った｡ 

延べ参加人数 362 人 

教職員の研修 教育センター 

小･中学校の教職員を対象にキャリアステージ､
教育課題､専門性､教科領域別に応じた研修を企
画し､教職員の資質向上に寄与する総合研修を推
進した｡ 

延べ参加人数 5,491 人 

障害児教育関係研修 児童生徒課 
支援教育研修､支援教育コーディネーター
研修を開催した｡ 

延べ参加人数 1,400 人 

生徒(生活)指導研修 児童生徒課 

「成長を促す指導について」「いじめの認
知について※法的な観点から」「今、増え
ている！？ネット依存・スマホ依存・ゲー
ム依存」をテーマに教職員研修を行った。 

延べ参加人数 109 人 
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事業名 担当部局 内容 指標 令和４ 
年度 単位 

教育相談研修業務 児童生徒課 

臨床心理士･弁護士等を講師に招き､学校
で想定させる困難な事例を「子ども理解」
「保護者理解」の視点をもって対応できる
よう、研修を実施した。 

延べ参加人数 168 人 

不登校支援研修 児童生徒課 
一人ひとりの子どもに応じた適切な支援や子
ども理解を深めるとともに、生徒指導や学級経
営の充実を図れるように実施した。 

延べ参加人数 101 人 

 

 
 

１０  職員の福祉及び利益の保護の状況  

(1) 厚生制度  
地方公務員法第 42 条の規定による職員の厚生制度については、「職員の厚生制度の実施に関する条例」に基づき、 

一般財団法人豊中市職員厚生会に加入させることにより実施しています。また、健康診断等については、「豊中市職

員安全衛生管理規則」に基づき実施しています。 

市が実施する事業      ※( )内は令和 4 年度受診者数  

 ・健康診断 

 

定期健康診断(5,446 人)、有機溶剤取扱業務従事職員健康診断(68 人)、 

胃がん検診(355 人)、ストレスチェック（5,217 人） 等 

 ・予防接種 B 型肝炎ワクチン接種(3 回延べ 239 人) 

 ・健康相談 一般健康相談、メンタルヘルス相談、運動指導・相談 

 ・面接指導 長時間労働者に対する産業医の面接指導等 

 ・各種研修 衛生管理者受験講習会等の研修派遣（12 種 延べ 68 人） 

新任課長・新任係長メンタルヘルス研修等の実施（11 種 延べ 916 人） 

一般財団法人 豊中市職員厚生会      

 ・市からの補助金 令和 4 年度決算額 49,348,655 円（負担率 2.68/1,000） 

 

 ・給付事業 健診等補助事業、人間ドック補助事業、各種給付金、カフェテリア方式給付事

業、親睦スポーツ事業、サークル育成事業、資格等取得助成事業 

 

 ・その他の事業 献血推進事業、職員展、購買及び斡旋事業、 

生命保険団体取扱 等 

 

(2) 共済制度  
地方公務員法第 43 条の規定による職員の共済制度については、大阪府市町村職員共済組合が行っています。 

大阪府市町村職員共済組合 

(詳しくは共済組合のホームページhttp://www.osaka-kyosai.jp/info/index.htmlをご覧ください。) 

 ・負担金の状況 令和 4 年度市負担金決算額 5,302,740,010 円 

 

 ・実施事業 長期給付事業、短期給付事業、福祉事業、保健事業 

 

(3) 公務災害補償  
職員の公務上や通勤上の負傷・疾病に対する療養補償や休業補償などは、地方公務員災害補償基金大阪府支部で

行っており、本市の令和 4 年度の基金への負担額は、34,933,337 円でした。また、職員の災害認定請求件数は、公

務上の災害が 40 件、通勤上の災害が 15 件でした。 

 

 

http://www.osaka-kyosai.jp/info/index.html
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１１  公平委員会の業務状況  

    職員の勤務条件に関する措置の要求（＊ 1）は、新規が 2件、継続が5件ありました。職員に対す

る不利益処分に関する審査請求（＊2）は、新規が1件、継続が3件あり、1件終了しました（令和４

年度）。  

   ＊ 1 「勤務条件に関する措置の要求」とは、公平委員会に対し、職員が給与・勤務時間などの勤務

条件に関し、市が適切な措置を講ずるよう要求できる制度です。  

   ＊ 2 「不利益処分に関する審査請求」とは、職員が懲戒処分などの不利益処分を受けたことに不服

があるときに、公平委員会に対して審査請求ができる制度です。  

 （技能職員及び地方公営企業法の企業職員にあたる職員は、地方公務員法が一部適用除外にされるなど、法適用が

異なります。） 

 


